
様式第一号(第十三条関係)(表面) 
（様式１－１）（表面） 

生活困窮者住居確保給付金支給申請書 

  フリガナ   

 ①氏  名  

 ②生年月日  昭和・平成・令和   年   月   日   満（   ）歳 

 ③電話番号  

申
立
事
項 

④次の１．又は２．の場合であること（いずれか該当する数字を○で囲んだうえ、該当する方に記載） 

１．離職又は第３条第１号に規定する場合 

 離職等の時期    

 離職等した事業所    

２．第３条第２号に規定する場合 

 
給与その他の業務上
の収入を得る機会の
減少の状況 

   

⑤離職等前に世帯の生計を主として維持していたこと又は申請月において維持していること 

 
離職等前の雇用状況
等、世帯の生計の維
持にかかる状況   

 

⑥次の１．又は２．のいずれかに該当していること（いずれか該当する数字を○で囲んだうえ、該当
する方に記載） 

１．住居を喪失していること 

 住居を喪失した時期   

 喪失した住居の住所   

 現在の状況   

２．住居を喪失するおそれがあること 

 現在の住所   

 住居の家主等   

 
喪失するおそれのあ
る住居の家賃額 

  

 
現在の収入状況等、
住居喪失のおそれが
ある理由、状況等 

  

⑦申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入及び預貯金が次のとおりであること 
 フリガナ     

合計 

 
 氏名      

 続柄 本 人     

 生年月日      

 収入（月額） 円 円 円 円 円  

 預貯金等 円 円 円 円 円  

 
※申請日の属する月の収入（月額）が確実に推計できる場合はその額を、変動あるときは収入の確定して
いる直近３か月間の平均収入を記載する。雇用保険の失業等給付、各種年金等も合算する。 

 上記の申立事項に相違なく、生活困窮者自立支援法施行規則（以下「則」という。）第１３条の規定により、
必要書類を添えて生活困窮者住居確保給付金（以下「住居確保給付金」という。）の支給を申請します。 
 私の個人情報が、住居確保給付金の支給並びに臨時特例つなぎ資金及び総合支援資金の融資を行うために必要
となる範囲で、則第４条第１項第２号に規定する都道府県等、公共職業安定所、職業安定法（昭和22年法律第141
号）第４条第９項に規定する特定地方公共団体、同条第10項に規定する職業紹介事業者であって地方公共団体の
委託を受けて無料の職業紹介を行う者、社会福祉協議会及び自立相談支援機関の間で相互利用されることについ
て了承します。 
 また、裏面の注意事項について、同意します。 

  令和  年  月   日 

  鎌ケ谷市長 様 

                              申請者氏名 



様式第一号（裏面）  

（様式１－１）（裏面）  

（注意事項）  

１ 申請内容は正しく記載してください。偽りその他不正の行為によって住居確保給付金を受けたり、又は

受けようとしたときは、以後住居確保給付金を受けることができなくなるばかりでなく、不正受給した金

額の全部又は一部を徴収されることとなります。  

２ 受給中は、公共職業安定所、職業安定法（昭和22年法律第141号）第４条第９項に規定する特定地方公共

団体又は同条第10項に規定する職業紹介事業者であって地方公共団体の委託を受けて無料の職業紹介を行

う者に求職の申し込みを行うとともに、誠実かつ熱心に求職活動を行う必要があります。 

  ただし、則第３条第２号に規定する、給与その他の業務上の収入を得る機会が個人の責めに帰すべき理

由又は個人の都合によらないで減少し、就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にある者であ

って、都道府県等が認める場合には、申請日の属する月から３月間に限り、業務上の収入を得る機会の増

加を図る取組を行うことをもって、求職活動に代えることができます。  

３ 支給に関して必要な範囲で、法第２１条に基づき、報告等を求めることがあります。  

４ 支給決定に必要な範囲で、法第２２条に基づき、都道府県等から資産又は収入の状況につき、官公署に

対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは離職した事

業主その他関係者に対し報告を求めることがあります。  

５ 支給決定に必要な範囲で、法第２２条に基づき、申請者の居住する賃貸住宅の家主等に対し入居状況に

ついて報告を求めることがあります。  

６ 則第１４条に基づく就労支援に関する都道府県等の長の指示に従わない場合は、支給を中止します。  

７ 則第１７条に基づき、都道府県等が特に必要と認める場合を除き、本給付金は賃貸住宅の家主等に直接

振込等をされることにより申請者に対する支給となります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



様式第一号(第十三条関係)(表面)  
（様式１－１）（表面） 

生活困窮者住居確保給付金支給申請書 

  フリガナ カマガヤ     ハナコ 

 ①氏  名 鎌ケ谷   花子 

 ②生年月日  昭和・平成・令和 ４８年 １月 １日   満（５０）歳 

 ③電話番号 ０４７－１２３－４５６７ 

申
立
事
項 

④次の１．又は２．の場合であること（いずれか該当する数字を○で囲んだうえ、該当する方に記載） 

１．離職又は第３条第１号に規定する場合 

 離職等の時期 令和〇年３月３１日  

 離職等した事業所 (株)粟野総合ジョブサービス  

２．第３条第２号に規定する場合 

 
給与その他の業務上
の収入を得る機会の
減少の状況 

感染症の影響で、業績が悪化し、 
シフトが減らされたため 

 

⑤離職等前に世帯の生計を主として維持していたこと又は申請月において維持していること 

 
離職等前の雇用状況
等、世帯の生計の維
持にかかる状況 

派遣社員として、事務の仕事で生計を維持している（いた）  

⑥次の１．又は２．のいずれかに該当していること（いずれか該当する数字を○で囲んだうえ、該当
 する方に記載） 

１．住居を喪失していること 

 住居を喪失した時期   

 喪失した住居の住所   

 現在の状況   

２．住居を喪失するおそれがあること 

 現在の住所 鎌ケ谷市新鎌ヶ谷〇－△－□  

 住居の家主等 〇〇〇不動産  

 
喪失するおそれのあ
る住居の家賃額 

５０，０００円（※共益費等含まない額）  

 
現在の収入状況等、
住居喪失のおそれが
ある理由、状況等 

離職後、求職活動をしているが決まらず、貯金も残りわずかとなり、家賃を
支払える見込みが立たないため。 

 

⑦申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入及び預貯金が次のとおりであること 
 フリガナ カマガヤ ハナコ カマガヤ タロウ   

合計 

 
 氏名 鎌ケ谷 花子 鎌ケ谷 太郎    

 続柄 本 人 長男    

 生年月日 昭和48年1月1日 平成15年5月1日    

 収入（月額） ５３，１６０円 ０円 円 円 ５３，１６０円  

 預貯金等 ３１，２４６円 １，０００円 円 円 ３２，２４６円  

 
※申請日の属する月の収入（月額）が確実に推計できる場合はその額を、変動あるときは収入の確定して
いる直近３か月間の平均収入を記載する。雇用保険の失業等給付、各種年金等も合算する。 

 上記の申立事項に相違なく、生活困窮者自立支援法施行規則（以下「則」という。）第１３条の規定により、

必要書類を添えて生活困窮者住居確保給付金（以下「住居確保給付金」という。）の支給を申請します。 

 私の個人情報が、住居確保給付金の支給並びに臨時特例つなぎ資金及び総合支援資金の融資を行うために必要

となる範囲で、則第４条第１項第２号に規定する都道府県等、公共職業安定所、職業安定法（昭和 22年法律第

141号）第４条第９項に規定する特定地方公共団体、同条第 10項に規定する職業紹介事業者であって地方公共団

体の委託を受けて無料の職業紹介を行う者、社会福祉協議会及び自立相談支援機関の間で相互利用されることに

ついて了承します。 

 また、裏面の注意事項について、同意します。 

  令和  〇年  △月  □日 

  鎌ケ谷市長 様 

                              申請者氏名  鎌ケ谷 花子 

離職又は廃業の場合はこちら 

※どちらかに記入 

減収の場合はこちら 

各種年金・副業、定期的な

仕送りや養育費があれば、

それらも記入する 

記入例 



様式第一号（裏面）  

（様式１－１）（裏面）  

（注意事項）  

１ 申請内容は正しく記載してください。偽りその他不正の行為によって住居確保給付金を受けたり、又は

受けようとしたときは、以後住居確保給付金を受けることができなくなるばかりでなく、不正受給した金

額の全部又は一部を徴収されることとなります。  

２ 受給中は、公共職業安定所、職業安定法（昭和22年法律第141号）第４条第９項に規定する特定地方公共

団体又は同条第10項に規定する職業紹介事業者であって地方公共団体の委託を受けて無料の職業紹介を行

う者に求職の申し込みを行うとともに、誠実かつ熱心に求職活動を行う必要があります。 

  ただし、則第３条第２号に規定する、給与その他の業務上の収入を得る機会が個人の責めに帰すべき理

由又は個人の都合によらないで減少し、就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にある者であ

って、都道府県等が認める場合には、申請日の属する月から３月間に限り、業務上の収入を得る機会の増

加を図る取組を行うことをもって、求職活動に代えることができます。  

３ 支給に関して必要な範囲で、法第２１条に基づき、報告等を求めることがあります。  

４ 支給決定に必要な範囲で、法第２２条に基づき、都道府県等から資産又は収入の状況につき、官公署に

対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは離職した事

業主その他関係者に対し報告を求めることがあります。  

５ 支給決定に必要な範囲で、法第２２条に基づき、申請者の居住する賃貸住宅の家主等に対し入居状況に

ついて報告を求めることがあります。  

６ 則第１４条に基づく就労支援に関する都道府県等の長の指示に従わない場合は、支給を中止します。  

７ 則第１７条に基づき、都道府県等が特に必要と認める場合を除き、本給付金は賃貸住宅の家主等に直接

振込等をされることにより申請者に対する支給となります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


